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事 務 連 絡 

令和 8 年 3 月２６日 

 

各務原市指定介護保険サービス事業所（総合事業含む） 御中 

 

各務原市 健康福祉部 高齢介護課長  

 

令和 8 年度 介護職員等処遇改善加算の算定に係る取扱いについて（通知） 

 

 平素より各務原市介護保険行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 標記の件につきまして、介護保険最新情報 Vol.1479 において示されているとおり、令和 8年４月

以降に「介護職員等処遇改善加算」を算定する事業所におかれましては、計画書等の提出について、下

記のとおり適切にご対応いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．提出書類と提出期限 

（１）介護職員等処遇改善加算計画書（別紙様式 2-1～2-３） 

対象 提出期限 

従来から加算算定可能なサービスのみ運営する法人 ４月１５日 

従来から加算算定可能なサービス及び令和 8年 6月から新たに加算算定可

能となるサービスを運営する法人 

４月１５日 

令和 8年 6月から新たに加算算定可能となるサービスのみを運営する法人 ６月１５日 

  

 （２）介護給付費算定に係る体制等に関する進達書＋体制等状況一覧表 

変更時期 令和 8年度の加算算定状況 提出期限 

4・5 月分 令和 7年度と算定区分に変更なし 提出不要 

令和 7年度から算定区分を変更する ４月１５日 

新規に加算を算定する ４月１５日 

6 月以降分 5 月時点から区分変更なし（※1） 提出不要 

5 月時点から区分を変更する（※1） 居宅系：5月 15 日 

施設系：6月 1 日 

新規に加算を算定する（計画書を 4/15 までに提出す

る法人） 

居宅系：5月 15 日 

施設系：6月 1 日 

新規に加算を算定する（計画書を 6/15 までに提出す

る法人） 

6 月 15日 

（※1）『加算Ⅰ⇒Ⅰイ』又は『加算Ⅱ⇒Ⅱイ』の場合は、変更なしとして扱うため届出は不要。 

『加算Ⅰ⇒Ⅰロ』又は『加算Ⅱ⇒Ⅱロ』の場合は、変更ありとするため届出が必要。 
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2．留意事項 

 ・令和8年6月以降の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は、様式が変更となっておりますの

で、新様式を使用し、旧様式を使用しないようにお願いいたします。 

・すべての提出書類について、押印は不要です。 

 ・追加で根拠資料の提出をお願いする場合がございます。 

・本市が指定する総合事業の訪問型サービス A 事業/通所型サービス A 事業については、取得可能な

加算区分が「加算Ⅲ」又は「加算Ⅳ」のみとなります。 

 

3．提出方法・提出先 

 窓口、郵送またはメール（※）でご提出ください。 

 ●窓 口：各務原市役所 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係（本庁舎 2 階） 

 ●郵 送：〒504-8555 各務原市那加桜町 1-69 高齢介護課宛 

 ●メール：kaigo@city.kakamigahara.gifu.jp 

  （※）メール件名には「（法人名）介護職員等処遇改善加算計画書」と記載してください 

 

4．様式等掲載場所 

○各務原市ウェブサイト：介護職員等処遇改善加算の届出について 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/kaigohoken/1009119/1009135.html 

 

5．居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の加算の取得について 

 令和8年6月より居宅介護支援及び介護予防支援事業所が新たに処遇改善加算の対象となりますが、届

出に当たっては次の点にご注意ください。 

⇒他サービスとは異なり、加算区分が『あり』又は『なし』のみとなります。 

⇒居宅介護支援事業所で介護予防支援の指定も受けている場合、両サービスで届出※が必要です。 

⇒地域包括支援センターで実施する介護予防支援についても加算の届出が必要です。また、『介護予防

ケアマネジメント』の届出も必要ですので、あわせてご提出※ください。 

 ※予防については介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－２）をご使用ください。 

 

6．介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の計画書の提出について 

 介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、当該加算を算定する場合については、下記の

とおり計画書をご提出ください。 

・「介護（予防）給付（指定権者：岐阜県など）」と「総合事業」を一体的に提供している場合 

⇒ 指定権者に提出した計画書の写しを各務原市に1部提出（「介護（予防）給付」と「総合事業」

合わせて1部） 

・「介護（予防）給付（指定権者：各務原市のみ）」と「総合事業」を一体的に提供している場合 

⇒ 計画書を各務原市に1部提出（「介護（予防）給付」と「総合事業」合わせて1部） 

 

各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係 

係 長 近藤 担 当 若山 

メール kaigo@city.kakamigahara.gifu.jp 

電 話 058-383-2067（直通） 

 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/kaigohoken/1009119/1009135.html

